
文化事業支援のお知らせ 

(公財)大泉町スポーツ文化振興事業団では、令和８年度中に開催される文化事業で、大泉

町民を対象に実施する団体の活動費の一部を支援いたします。 
 

●対  象 大泉町内に活動拠点を置き、代表者および事務局が町内で、10名以上（うち、2分の1以上

が大泉町在住者）の構成員数を有し、文化事業支援基準を満たす団体 

●申込期間 令和 8年 4月 1日（水）～5月 31日（日） 

●申請場所 文化むら（午前 9時～午後 5時、月曜休館） 

●そ の 他  下記ボタンから要綱をご確認いただき、お申し込みください。 

      申込書は下記ボタンからダウンロードしてください。 

●問 合 せ  文化むら ☎０２７６－６３－７７３３ (月曜休館) 
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https://www.bunkamura.or.jp/bunka/pdf/R8_bunkajigyoshien/R8_B.pdf
https://www.bunkamura.or.jp/bunka/pdf/R8_bunkajigyoshien/R8_C.doc
https://www.bunkamura.or.jp/bunka/pdf/R8_bunkajigyoshien/R8_C.pdf

